
1 

 

新

吉

原

規

定

証

文

の

改

正

に

つ

い

て

の

一

考

察
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著

者

：

倉

金

 

宙

本

（

中

央

大

学

大

学

院

文

学

研

究

科

）

1
 

A
u

t
h

o
r

：

H
i

r
o

n
a

r
i

 
K

u
r

a
k

a
n

e

（

C
h

u
o

 
G

r
a

d
u

a
t

e
 

S
c

h
o

o
l

 
o

f
 

L
e

t

t
e

r
s

）

 

要

旨

 

江

戸

時

代

の

新

吉

原

遊

廓

に

お

い

て

、

秩

序

維

持

の

根

幹

を

担

っ

て

い

た

の

が

「

新

吉

原

規

定

証

文

」

で

あ

る

。

こ

れ

は

遊

女

屋

・

茶

屋
・
遊

女

ら

の

関

係

性

や

規

範

を

定

め

た

自

治

的

な

法

文

書

で

あ

り

、

寛

政

七

（

一

七

九

五

）

年

に

制

定

さ

れ

た

証

文

が

長

く

用

い

ら

れ

て

い

た

。

し

か

し

、

時

代

の

変

化

と

と

も

に

そ

の

内

容

は

現

実

と

の

乖

離

を

見

せ

始

め

、

と

り

わ

け

天

保

改

革

期

に

は

、

岡

場

所

の

統

合

や

遊

女

屋

の

増

加

に

よ

っ

て

秩

序

が

混

乱

し

、

証

文

の

改

正

が

急

務

と

な

っ

た

。

 

新

吉

原

側

は

幕

府

に

対

し

て

証

文

改

正

の

認

可

を

求

め

た

が

、

茶

屋

と

遊

女

屋

の

利

害

対

立

や

幕

府

の

消

極

的

姿

勢

に

よ

り

、

正

式

な

改

正

は

実

現

し

な

か

っ

た

。

こ

こ

で

注

目

さ

れ

る

の

が

天

保

規

定

で

あ

る

。

本

稿

は

天

保

期

に

南

町

奉

行

所

に

提

出

さ

れ

た

も

の

に

つ

い

 
1

 
C

o
r

r
e

s
p

o
n

d
i

n
g

 
A

u
t

h
o

r
:
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a

1
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.
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て

、

特

に

考

察

を

促

し

、

そ

こ

に

あ

る

史

料

内

容

か

ら

、

先

行

研

究

と

異

な

っ

て

い

ず

れ

の

規

定

証

文

も

有

効

で

あ

っ

た

と

結

論

付

け

た

。 

規

定

証

文

の

有

効

性

は

幕

府

側

と

新

吉

原

の

関

係

性

を

考

え

る

う

え

で

重

大

な

視

座

に

な

り

得

る

こ

と

を

本

稿

は

提

示

し

た

。

 

 A
b

s
t

r
a

c
t
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n

 
t
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e
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d
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t

h
e

 
f

o
u

n
d

a
t

i
o

n
 

o
f

 
o

r
d

e
r

 
w

i
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h
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p
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r
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l
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h
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s
h

i
w
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r
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R
e

g
u

l
a

t
o
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y

 
C

o
v

e
n

a
n

t
.

”

 
T

h
i

s
 

a
u

t
o

n
o

m
o

u
s

 
l

e
g

a
l

 

d
o

c
u

m
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n
t

 
d
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d
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t

i
o

n
s

h
i

p
s

 
a

n
d

 
n

o
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m
o

n
g
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r
o

t
h

e
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o
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n
e

r
s

,
 

t
e

a
h

o
u
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e

s
,

 
a

n
d

 
c

o
u

r
t

e
s

a
n

s
,

 
a

n
d

 
t

h
e

 
v

e
r
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i

o
n

 

e
s
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a

b
l
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s

h
e

d
 

i
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7
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r
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h
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.
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 p
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p
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n
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h
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c
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r
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は

じ

め

に

 
本

稿

は

、

天

保

期

～

嘉

永

期

に

至

る

新

吉

原

規

定

証

文

（

以

下

、

規

定

証

文

）

の

改

正

動

向

に

見

ら

れ

る

当

該

期

に

お

け

る

新

吉

原

の

秩

序

の

変

容

を

考

察

す

る

も

の

で

あ

る

。

 

規

定

証

文

と

は

、

寛

政

七

（

一

七

九

五

）

年

に

初

め

て

で

き

た

新

吉

原

に

お

け

る

ま

と

ま

っ

た

規

定

集

で

あ

り
１

、

新

吉

原

で

の

ル

ー

ル

や

、

対

応

が

記

さ

れ

て

い

る

。

そ

の

後

、

弘

化

・

嘉

永

期

に

そ

れ

ぞ

れ

改

正

案

が

存

在

す

る

こ

と

が

知

ら

れ

て

い

る
２

。
し

か

し

、
そ

の

改

正

の

意

義

を

追

っ

た

研

究

は

少

な

い

。
近

年

に

な

っ

て

よ

う

や

く

、

改

正

の

背

景

と

し

て

、

新

吉

原

に

と

っ

て

な

に

が

「

不

都

合

」

で

あ

っ

た

の

か

を

突

き

止

め

た

関

千

賀

子

の

研

究

が

あ

る
３

。

 

関

は

、

石

井

が

改

正

案

は

い

ず

れ

も

有

効

で

は

な

く

、

寛

政

規

定

の

一

貫

し

た

有

効

性

を

訴

え

た

こ

と

に

、

寛

政

規

定

を

幕

府

が

認

可

し

た

か

否

か

を

確

定

し

て

い

な

い

、

新

吉

原

が

規

定

を

改

正

す

る

方

向

に

至

っ

た

背

景

を

明

ら

か

に

し

て

い

な

い

と

い

う

課

題

を

提

示

し

、

そ

の

解

決

を

図

っ

た

。

弘

化

規

定

は

、

①

認

可

直

前

ま

で

い

っ

た

も

の

の

新

吉

原

内

部

で

の

対

立

に

よ

っ

て

頓

挫

し

、

②

幕

府

は

新

吉

原

の

規

定

に

関

与

し

な

い

方

針

を

取

っ

た

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

。

嘉

永

規

定

も

①
・
②

の

先

例

が

大

き

く

影

響

し

、
認

可

さ

れ

な

か

っ

た

、

と

結

論

付

け

た

。
４ 

だ

が

、

規

定

証

文

の

改

正

は

弘

化

・

嘉

永

に

限

っ

た

も

の

で

は

な

く

、
実

際

に

は

既

に

天

保

期

に

出

さ

れ

て

い

た

。
こ

れ

に

つ

い

て

は

、
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横

山

百

合

子

の

言

及

が

あ

る
５

も

の

の

、

そ

の

後

に

出

さ

れ

た

研

究

で

は

触

れ

ら

れ

る

こ

と

な

く

終

わ

っ

て

い

る

。

当

然

、

天

保

の

改

正

案

に

つ

い

て

考

え

る

必

要

が

あ

る

。

そ

し

て

、

後

言

す

る

そ

の

史

料

に

は

弘

化

年

間

に

お

け

る

改

正

の

状

況

が

加

筆

さ

れ

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

記

述

が

存

在

し

、

そ

の

後

の

改

正

の

動

向

を

追

う

上

で

も

参

考

さ

れ

る

必

要

が

あ

る

。

ま

た

、

関

が

導

い

た

寛

政

規

定

の

み

が

幕

末

ま

で

一

貫

し

て

有

効

だ

っ

た
６

、
と

い

う

結

論

は

施

行

・

有

効

の

位

相

の

差

異

を

考

慮

し

て

い

な

い

問

題

が

あ

る

。

 

本

稿

は

以

上

の

よ

う

な

、

規

定

証

文

に

関

す

る

研

究

の

課

題

を

踏

ま

え

な

が

ら

、

規

定

証

文

の

改

正

動

向

に

見

ら

れ

る

新

吉

原

の

秩

序

の

変

容

が

、

新

吉

原

全

体

や

遊

女

に

い

か

な

る

影

響

を

も

た

ら

し

た

の

か

を

考

察

す

る

。

 

 

第

一

章

 

天

保

期

に

お

け

る

改

正

案

に

つ

い

て

 

第

一

節

 

そ

の

概

要

 

本

稿

に

お

け

る

天

保

の

改

正

案

（

天

保

規

定

）

と

は

、

東

北

大

学

附

属

図

書

館

狩

野

文

庫

所

蔵

の

『

新

吉

原

竹

島

記

録

』 

第

一

册

「

新

吉

原

規

定

」
（
［

S
E
Q

番

号

］

0
4
-
0
0
2
7
9
7

）

の

こ

と

を

指

す

。

こ

れ

に

つ

い

て

は

、

横

山

百

合

子

が

「

天

保

改

革

後

に

模

索

さ

れ

た

新

た

な

規

定

案

に

は

」

防

火

向

上

の

規

定

追

加

、

揚

代

金

の

解

決

に

つ

い

て

の

規

定

の

二

箇

条

に

触

れ

て

い

る
７

。
し

か

し

、
そ

の

二

箇

条

に

留

ま

り

、

こ

の

天

保

規

定

全

体

の

意

義

や

性

格

、

そ

の

有

効

性

に

つ

い

て
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論

じ

て

い

な

い

。

そ

こ

で

本

章

で

は

、

こ

の

規

定

の

紹

介

お

よ

び

意

義

に

つ

い

て

論

じ

る

。

 

ま

ず

、

天

保

規

定

は

以

下

の

よ

う

な

前

文

か

ら

始

ま

る
８

。

 

 

寛

政

度

規

定

証

文

今

般

相

伺

、

朱

書

之

分

相

除

、

以

来

墨

書

之

分

相

用

候

様

仕

度

、
勿

論

規

定

証

文

之

内

前

文

尓

遊

女

や

并

茶

屋

前
（
マ
マ
）

芸

者

之

分

相

認

、

町

内

取

締

之

儀

ハ

未

文

尓

相

認

奉

伺

候

、

尤

、

先

達

而

奉

書

上

候

書

面

之

内

相

洩

候

廉

御

座

候

間

、

御

引

替

被

成

下

置

候

様

御

聞

済

奉

願

上

候

以

上

、

 

 
 

 
 

卯

十

月

廿

九

日

 

 

こ

こ

に

は

、
「

寛

政

度

規

定

証

文

今

般

相

伺

、

朱

書

之

分

相

除

、

以

来

墨

書

之

分

相

用

候

様

仕

度

」

と

記

さ

れ

る

よ

う

に

、

天

保

規

定

は

朱

書

き

で

記

さ

れ

た

部

分

を

除

き

、

墨

書

き

さ

れ

た

部

分

を

用

い

る

こ

と

を

企

図

し

て

い

る
９

。

ま

た

、
「

卯

十

月

廿

九

日

」

と

は

い

つ

を

指

す

の

だ

ろ

う

か

。

こ

れ

に

つ

い

て

、

末

文

を

見

る

と

解

決

す

る

。

末

文

は

以

下

で

あ

る

。

 

 

右

之

通

、

私

共

儀

寛

政

度

見

合

取

調

申

上

候

以

上

、

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

卯

十

月

 

堀

江

町

名

主

 

熊

井

利

左

衛

門
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新

材

木

町

同

 

石

塚

三

九

郎

 

長

谷

川

町

同

 

鈴

木

市

郎

右

衛

門

 

新

吉

原

京

町

一

丁

目

同

 

房

次

郎

 

右

規

定

調

書

辰

十

二

月

六

日

佐

兵

衛

、

仁

左

衛

門

、

庄

兵

衛

、

南

能

登

守

様

御

番

所

御

□
（
虫
損
）

番

所

江

被

召

出

、
永

久

之

取

締

認

加

可

差

出

旨

仁

杉

八

右

衛

門

殿

□

（
虫
損
、
ゟ
カ
）

被

仰

渡

、

尤

原

善

左

衛

門

殿

立

合

、 

 

こ

こ

に

記

さ

れ

る

よ

う

に

、

こ

の

天

保

規

定

の

起

案

者

の

一

人

で

あ

る

新

吉

原

京

町

一

丁

目

名

主

衣

笠

房

次

郎

は

、

天

保

一

四

年

四

月

～

弘

化

二

年

二

月

の

約

三

年

間

の

支

配

で

あ

っ

た
１

０

。

つ

ま

り

、

卯

年

と

は

天

保

一

四

年

一

〇

月

の

も

の

と

比

定

で

き

る

。

 

ま

た

、
そ

の

後

に

あ

る
「

辰

十

二

月

六

日

」
と

は

、
南

能

登

守

は

、

南

町

奉

鳥

居

甲

斐

守

の

後

を

継

い

だ

跡

部

良

弼

が

能

登

守

１

１

で

あ

る

の

で

、

こ

れ

は

弘

化

元

年

と

比

定

さ

れ

る

。

つ

ま

り

、
「

右

規

定

」

以

降

は

、

さ

ら

に

後

に

追

加

さ

れ

た

も

の

で

、

南

町

奉

行

鳥

居

甲

斐

守

退

任

後

に

佐

兵

衛

、

仁

左

衛

門

、

庄

兵

衛

ら
１

２

が

呼

ば

れ

何

ら

か

の

指

示

を

受

け

た

と

解

さ

れ

る

。

 

し

た

が

っ

て

、
天

保

規

定

は

天

保

一

四

年

一

〇

月

に

成

立

し

た

が

、

そ

の

後

の

改

正

の

動

向

を

名

主

竹

島

仁

左

衛

門

な

い

し

は

用

場

の

者
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が

追

記

し

て

い

た

と

考

え

ら

れ

る

。

 
天

保

規

定

は

寛

政

規

定

が

書

か

れ

て

い

る

上

に

朱

書

・

墨

書

で

加

除

修

正

を

行

っ

て

お

り

、

さ

ら

に

一

つ

書

き

の

右

上

に

番

号

が

朱

書

で

振

ら

れ

て

い

る

こ

と

に

気

が

つ

く

。

こ

の

番

号

は

、

新

た

な

規

定

に

し

た

際

の

一

つ

書

き

の

並

び

順

を

意

味

し

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

実

際

、

弘

化

規

定

は

ほ

ぼ

そ

の

順

番

通

り

に

並

び

替

え

ら

れ

て

い

る

か

ら

で

あ

る
１

３

。

こ

の

意

味

に

お

い

て

、

天

保

規

定

と

弘

化

規

定

が

有

す

る

特

質

は

同

じ

だ

と

言

い

得

る

。
 

 

第

二

節

 

改

正

の

流

れ

 

嘉

永

元

年

に

南

町

奉

行

遠

山

左

衛

門

尉

が

、

北

町

奉

行

牧

野

駿

河

守

に

宛

て

た

相

談

書

に

そ

の

こ

と

が

記

さ

れ

て

い

る

。

長

い

が

、

重

要

史

料

の

た

め

ほ

ぼ

全

文

引

用

す

る
１

４

。

 

 

新

吉

原

町

規

定

証

文

之

儀

、

先

般

仲

間

組

合

停

止

被

仰

出

、

其

後

先

前

之

侭

差

置

候

而

者

不

都

合

之

廉

も

有

之

候

ニ

付

、

相

改

度

旨

ニ

而

、

夫

々

引

直

し

、

又

者

追

加

致

し

、

鳥

居

甲

斐

先

勤

之

節

、

右

町

名

主

共

ゟ

伺

出

、

跡

部

能

登

守

同

様

之

節

、

取

調

之

上

弥

差

支

無

之

哉

之

旨

再

應

相

糺

候

処

、

右

様

相

成

候

得

者

一

同

難

有

承

伏

致

し

候

儀

之

旨

、

名

主

共

ゟ

受

書

も

差

出

候

間

、

右

相

改

候

規

定

書

案

之

趣

承

届

可

申

旨

、

御

先

役

鍋

嶋

内

匠

頭

江

先

役

ゟ

及

相

談

候

処

、

存

寄

無

之

趣

ニ

付

、

右

之

段

申

渡

候

処

、

遊

女

屋

共

儀
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者

連

判

致

し

候

得

共

、

茶

屋

共

等

者

巨

細

ニ

渉

迷

惑

致

し

候

由

ニ

而

連

印

相

拒

候

も

の

多

人

数

有

之

候

哉

ニ

而

、

不

穏

筋

ニ

も

相

聞

候

ニ

付

、

尚

再

考

中

、

同

人

御

役

替

相

成

、

拙

者

当

御

役

成

後

、

組

市

中

取

締

掛

之

も

の

ゟ

右

訳

合

申

聞

候

間

、

一

覧

勘

弁

致

し

候

処

、

一

体

右

寛

政

度

仲

間

自

法

同

様

之

儀

、

於

奉

行

所

承

置

候

も

徒

法

之

儀

而

已

ニ

而

、

相

当

之

儀

与

も

不

相

聞

候

処

、

尚

又

伺

出

候

迚

、

品

々

引

直

し

、

又

者

追

加

之

廉

等

相

立

正

民

同

様

ニ

論

し

規

定

相

立

候

も

、

何

分

情

態

を

不

解

儀

ニ

而

、

都

而

倫

理

ニ

お

ゐ

て

ハ

遊

民

ニ

候

迚

可

異

筋

ハ

無

之

候

得

共

、

渠

等

か

渡

世

筋

ニ

お

ゐ

て

ハ

更

ニ

別

格

之

事

柄

ニ

候

処

、

其

差

別

な

く

普

通

之

商

法

者

共

ニ

附

会

致

し

規

則

を

相

立

候

得

共

、

素

ゟ

不

成

を

強

ひ

候

訳

ニ

而

、

其

上

新

規

定

承

置

候

得

者

、

猶

更

蛇

足

を

添

候

様

な

る

も

の

ニ

而

、

決

着

之

所

ハ

不

取

用

方

ニ

有

之

候

得

共

、

先

兎

角

な

く

浮

置

可

申

旨

、

伊

勢

守

殿

江

申

上

、

新

古

規

定

書

御

目

ニ

掛

ヶ

置

申

候

処

、

其

後

右

町

々

之

も

の

共

、

新

規

定

書

奉

行

所

江

伺

出

置

候

侭

ニ

相

成

居

候

間

、

諸

事

新

古

之

規

定

区

々

心

得

居

、

却

而

相

混

差

支

候

儀

有

之

候

間

、

何

与

歟

差

図

可

及

場

合

ニ

候

得

共

、

素

ゟ

不

都

合

之

事

多

、

惣

而

御

制

禁

筋

之

儀

ハ

申

迄

も

無

之

、

其

餘

娼

家

之

規

定

を

官

府

ニ

而

議

し

可

立

遣

筋

も

無

之

間

、

奉

行

所

ニ

而

者

沙

汰

不

及

、

惣

而

相

対

ニ

而

申

合

置

候

様

申

渡

下

ヶ

遣

候

方

相

当

可

然

与

も

存

候

得

共

、

寛

政

度

以

後

年

来

曲

リ

形

ニ

も

右

法

ニ

立

居

済

来

候

事

を

更

ニ

改

候

而

者

何

事

も

周

当

無

之

、

又

々

唯

相
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正

ニ

勝

手

限

リ

ニ

申

争

候

様

ニ

而

者

却

而

是

又

不

取

締

ニ

而

不

穏

候

間

何

与

な

く

古

キ

親

定

書

者

立

遣

置

候

様

ニ

被

申

渡

置

候

方

ゟ

存

候

間

、

先

般

伺

出

置

候

新

規

之

儀

者

、

於

奉

行

所

可

承

届

筋

ニ

無

之

候

ニ

付

、

伺

之

趣

ハ

不

及

沙

汰

旨

申

渡

、

尤

前

々

之

振

合

ニ

可

心

得

旨

無

急

度

右

掛

之

も

の

ゟ

右

町

名

主

共

江

申

聞

置

候

様

為

取

計

可

申

旨

存

候

、（

中

略

）
右

両

親

定

書

案

之

儀

者

御

留

記

有

之

候

儀

而

致

候

ニ

付

、

別

段

差

遣

不

申

候

、

尤

右

申

渡

相

済

候

上

ハ

伊

勢

守

殿

江

も

其

段

申

上

置

候

様

可

致

候

、

此

段

及

御

相

談

候

、

 

 
 

申

十

二

月

 

 

史

料

の

お

お

ま

か

な

解

釈

は

以

下

の

通

り

で

あ

る
１

５

。
 

南

町

奉

行

鳥

居

甲

斐

守

の

在

職

中

、

新

吉

原

町

名

主

ら

は

、

株

仲

間

解

散

に

よ

る

仲

間

組

合

の

停

止

に

よ

っ

て

不

都

合

が

生

じ

た

こ

と

か

ら

寛

政

規

定

証

文

の

改

正

を

求

め

た

。

南

町

奉

行

跡

部

能

登

守

の

在

職

中

、
改

正

に

伴

う

支

障

が

な

い

こ

と

が

確

認

さ

れ

、
弘

化

元
（

一

八

四

四

）
年

一

二

月

二

六

日

寛

政

規

定

証

文

改

正

の

承

諾

に

つ

い

て

、

遠

山

の

前

任

で

あ

る

跡

部

か

ら

牧

野

の

前

任

で

あ

る

鍋

島

内

匠

頭

直

孝

へ

相

談

す

る

と

、

翌

月

、

異

存

は

無

い

と

返

答

が

あ

っ

た

。

そ

れ

に

つ

い

て

、

跡

部

か

ら

新

吉

原

町

名

主

へ

申

し

渡

す

と

、

茶

屋

な

ど

が

新

た

な

新

吉

原

規

定

証

文

に

迷

惑

し

て

連

印

を

拒

ん

だ

、

と

い

う

不

穏

な

話

を

聞

い

た

。

再

考

し

て

い

た

と

こ

ろ

、

弘

化

二

年

三

月

、

跡

部

に

代

わ

っ

て

遠

山

が

南

町

奉

行

に

就

任

し

た

。
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一

連

の

経

緯

を

聞

い

た

遠

山

は

、

老

中

阿

部

正

弘

へ

次

の

内

容

を

上

申

し

た

。

改

正

規

定

証

文

（
「

右

相

改

候

規

定

書

案

之

趣

」
）

は

、

寛

政

期

に

遊

女

屋

仲

間

が

自

ら

決

め

た

法

、

す

な

わ

ち

、

寛

政

規

定

証

文

と

同

様

で

、

町

奉

行

所

で

認

可

（
「

承

置

」
）

し

て

も

結

局

は

無

益

な

法

と

な

る

。

し

た

が

っ

て

、

新

規

の

新

吉

原

規

定

証

文

は

採

用

し

な

い

が

(

「

決

着

之

所

ハ

不

取

用

方

ニ

有

之

候

得

共

」

)

、

一

先

ず

は

保

留

す

べ

き

で

あ

る

。

 

（

筆

者

註

：

以

上

の

経

緯

を

踏

ま

え

て

、

遠

山

か

ら

牧

野

へ

次

の

内

容

を

相

談

し

た

。
）

そ

の

後

、

本

件

が

現

在

ま

で

手

つ

か

ず

で

、

放

置

さ

れ

て

い

る

状

態

に

あ

る

た

め

、

新

吉

原

の

者

が

新

旧

の

新

吉

原

規

定

証

文

を

混

同

し

な

い

よ

う

に

何

か

し

ら

を

指

図

す

べ

き

で

あ

る

。

し

か

し

、

町

奉

行

所

で

「

規

定

」

を

決

め

る

こ

と

は

、

右

の

よ

う

に

元

々

不

都

合

が

多

い

ほ

か

遊

女

屋

の

「

規

定

」

ま

で

役

所

で

議

論

す

る

必

要

は

な

い

。

よ

っ

て

、

新

吉

原

の

者

が

相

対

で

決

め

る

よ

う

に

指

示

す

べ

き

で

あ

る

(

「

奉

行

所

ニ

而

者

沙

汰

不

及

、
惣

而

相

対

ニ

而

申

合

置

候

様

申

渡

下

ヶ

遣

候

方

相

当

可

然

与

も

存

候

」

)

。

 

つ

ま

り

こ

れ

に

よ

れ

ば

、

南

町

奉

行

が

鳥

居

甲

斐

守

・

跡

部

能

登

守

だ

っ

た

時

代

に

そ

れ

ぞ

れ

改

正

願

い

が

あ

っ

た

。

そ

し

て

、

そ

の

前

者

こ

そ

ま

さ

に

天

保

規

定

だ

っ

た

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

石

井

は

自

ら

が

紹

介

し

た

弘

化

規

定

の

末

文

に

お

い

て

、

以

下

の

よ

う

な

解

釈

を

行

っ

た

。

ま

ず

、

末

文

を

掲

げ

る

。
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［

以

下

異

筆

］

新

規

定

証

文

 
南

鳥

居

甲

斐

守

様

御

勤

役

中

一

旦

伺

済

、

其

後

此

規

定

ハ

不

及

沙

汰

、

先

前

よ

り

有

之

候

寛

政

規

定

之

通

可

相

守

旨

被

仰

渡

、

右

見

出

し

候

間

、

後

来

見

合

之

た

め

付

与

焉

、

 

巳

四

月

 

竹

島

春

行

 

 
 

 

省

三

殿
１

６ 

 

石

井

は

、

 

 

こ

れ

に

よ

る

と

、

こ

の

規

定

証

文

は

弘

化

二

年

正

月

に

で

き

、

南

町

奉

行

鳥

居

甲

斐

守

勤

役

中

承

認

さ

れ

て

施

行

さ

れ

た

が

、

そ

の

後

こ

の

規

定

証

文

は

用

い

ら

れ

ず

、

寛

政

七

年

の

規

定

証

文

が

用

い

ら

れ

た

と

い

う

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

鳥

居

甲

斐

守

は

弘

化

元

年

九

月

に

町

奉

行

を

辞

任

し

て

い

る

の

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

か

れ

が

弘

化

二

年

正

月

の

規

定

証

文

を

認

可

す

る

こ

と

は

あ

り

え

な

い

の

で

あ

る

。

で

あ

る

か

ら

、

こ

の

後

書

は

信

用

し

え

な

い

の

で

あ

る

が

、

弘

化

二

年

正

月

に

規

定

証

文

（

案

）

が

で

き

た

こ

と

は

事

実

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

（

後

略

）
１

７ 

 

と

い

う

解

釈

を

行

っ

た

。

こ

こ

に

出

て

く

る

竹

島

春

行

や

省

三

殿

と

い

う

人

物

は

不

明

だ

が

、

た

し

か

に

石

井

の

指

摘

通

り

、

弘

化

元

年
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九

月

に

辞

任

し

て

い

る

鳥

居

甲

斐

守

が

、

弘

化

規

定

を

認

可

で

き

る

は

ず

が

な

い

。

だ

が

、

第

一

節

で

述

べ

た

よ

う

に

、

天

保

規

定

と

弘

化

規

定

の

持

つ

特

質

は

同

じ

で

あ

り

、

実

際

に

鳥

居

甲

斐

守

に

出

さ

れ

た

の

は

天

保

規

定

と

考

え

ら

れ

、

石

井

の

言

う

よ

う

な

矛

盾

は

起

こ

ら

な

い

。
つ

ま

り

、
天

保

規

定

は

鳥

居

甲

斐

守

の

時

代

に

出

さ

れ

、

使

用

す

る

に

至

っ

た

が

、

そ

の

後

寛

政

規

定

の

遵

守

に

戻

っ

た

と

い

う

わ

け

で

あ

る

。

 

関

は

こ

の

遠

山

の

史

料

を

根

拠

に

弘

化

規

定

が

幕

府

の

認

可

を

受

け

ず

、
寛

政

規

定

が

用

い

ら

れ

て

い

た

、
と

結

論

付

け

た

。
た

だ

し

、

遠

山

の

こ

の

史

料

は

天

保

規

定

の

加

筆

部

分

と

矛

盾

す

る

部

分

も

あ

る

。
た

し

か

に

遠

山

の

こ

の

史

料

で

は

、
新

た

な

規

定
（

弘

化

規

定

）

を

認

可

せ

ず

、

寛

政

規

定

を

改

め

て

守

る

よ

う

に

指

示

し

て

い

る

。

し

か

し

、

天

保

規

定

に

は

実

は

効

力

を

有

し

た

と

思

わ

れ

る

よ

う

な

記

述

が

存

在

す

る

。

 

こ

の

史

料

に

お

け

る

規

定

証

文

の

改

正

の

流

れ

は

、

跡

部

能

登

守

が

南

町

奉

行

で

あ

っ

た

時

に

認

可

の

直

前

ま

で

行

っ

た

が

、

結

局

降

り

ず

に

跡

部

が

そ

の

後

に

退

任

し

た

。

つ

ま

り

、

新

吉

原

か

ら

の

改

正

願

い

は

結

局

嘉

永

元

年

の

今

ま

で

手

つ

か

ず

で

あ

っ

た

と

い

う

。

 

天

保

規

定

に

は

、

例

え

ば

既

述

し

た

末

文

に

「

右

規

定

調

書

辰

十

二

月

六

日

佐

兵

衛

、

仁

左

衛

門

、

庄

兵

衛

、

南

能

登

守

様

御

番

所

御

□
（
虫
損
）

番

所

江

被

召

出

、
永

久

之

取

締

認

加

可

差

出

旨

仁

杉

八

右

衛

門

殿

□

（
虫
損
、
ゟ
カ
）

被

仰

渡

、
」
と

あ

る

。
こ

れ

は

、
南

町

奉

行

所

か

ら

規

定

証

文

の
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改

正

に

何

ら

か

の

意

見

が

あ

っ

た

こ

と

を

示

し

、

幕

府

は

そ

の

指

導

性

を

担

保

し

て

い

た

と

考

え

ら

れ

る

。

ま

た

、

以

下

の

『

市

中

取

締

類

』

に

も

こ

の

こ

と

と

同

じ

こ

と

が

記

さ

れ

て

い

る
１

８

。

 

 

乍

恐

以

書

付

奉

申

上

候

 

一

 

当

月

六

日

、

私

共

儀

被
 

召

出

、

去

ル

卯

十

月

中

堀

江

町

名

主

熊

井

利

左

衛

門

外

三

人

ゟ

奉

伺

上

候

別

紙

吉

原

町

規

定

証

文

追

加

又

者

引

直

し

之

趣

意

后

後

差

支

無

之

様

、

猶

又

私

共

勘

弁

仕

、

右

之

者

共

江

聊

無

斟

酌

可

申

上

旨

 

仰

渡

、

難

有

奉

畏

、

勘

考

談

判

仕

恐

入

候

得

共

、
委

細

別

帳

下

ケ

札

ニ

相

認

奉

伺

上

候

、
以

上

、

 

天

保

十

五

年

辰

十

二

月

十

二

日

 

新

吉

原

町

名

主

 
 

 
房

次

郎

㊞

 

同

 
 

佐

兵

衛

㊞

 

同

 

仁

左

衛

門

㊞
 

同

 
 

 

庄

兵

衛

㊞

 

御

番

所

様

 

 

「

当

月

六

日

、

私

共

儀

被

 

召

出

」

は

、

天

保

規

定

の

末

文

に

あ

る

事

項

と

一

致

し

、「

去

ル

卯

十

月

中

堀

江

町

名

主

熊

井

利

左

衛

門

外

三

人

ゟ

奉

伺

上

候

別

紙

吉

原

町

規

定

証

文

」

は

、

ま

さ

に

天

保

規

定

そ

の

も

の

を

指

し

示

す
１

９

。

そ

の

天

保

規

定

に

追

加

・

引

直

し

を

し

た

意

図

を

以

後

妨

げ

な

い

よ

う

に

し

ま

す
（
「

追

加

又

者

引

直

し

之

趣

意
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后

後

差

支

無

之

様

」
）
。
そ

れ

に

加

え

て

、
私

共
（

新

吉

原

名

主

た

ち

）

が

よ

く

考

え

、

右

の

者

共

（

熊

井

ら

四

人

）

へ

遠

慮

な

く

意

見

を

言

っ

て

良

い

と

仰

せ

渡

さ

れ

た

こ

と

は

、

ひ

た

す

ら

恐

れ

入

り

ま

す

（
「

猶

又

私

共

勘

弁

仕

、

右

之

者

共

江

聊

無

斟

酌

可

申

上

旨

 

仰

渡

、

難

有

奉

畏

」
）
、

と

い

い

、

詳

細

は

下

げ

札

に

認

め

た

と

い

う

。

 

天

保

規

定

の

末

文

に

は

、

南

町

奉

行

所

に

呼

ば

れ

、

与

力

か

ら

改

正

の

旨

を

仰

せ

渡

さ

れ

て

い

る

。

つ

ま

り

、

そ

の

六

日

後

に

『

市

中

取

締

類

集

』
に

あ

る

よ

う

に

更

な

る

改

正

を

認

め

た

と

推

察

さ

れ

る

。 

し

た

が

っ

て

、

左

の

よ

う

な

時

系

列

が

考

え

ら

れ

る

。

 

㋐

天

保

一

四

年

一

〇

月

に

熊

井

利

左

衛

門

、

石

塚

三

九

郎

、

鈴

木

市

郎

右

衛

門

、

衣

笠

房

次

郎

ら

が

寛

政

規

定

の

見

合

わ

せ

、

お

よ

び

そ

の

加

除

修

正

案

を

出

す
（

天

保

規

定

）
。
そ

し

て

こ

れ

こ

そ

が

「

南

鳥

居

甲

斐

守

様

御

勤

役

中

一

旦

伺

済

」

の

新

吉

原

規

定

証

文

で

あ

っ

た

。

 

㋑

弘

化

元

年

九

月

、

鳥

居

甲

斐

守

が

南

町

奉

行

を

辞

任

し

、

跡

部

能

登

守

が

後

任

と

な

る

。

 

㋒

同

年

一

二

月

六

日

、

南

町

奉

行

所

に

新

吉

原

町

名

主

ら

が

呼

び

出

さ

れ

、

天

保

規

定

に

さ

ら

に

「

永

久

之

取

締

」

を

加

え

る

よ

う

仰

せ

渡

し

た

。

 

㋓

同

年

一

二

月

一

二

日

、

新

吉

原

町

名

主

ら

が

町

奉

行

所

へ

、

そ

の

改

正

案

を

提

出

し

た

。

 

㋔

弘

化

二

年

正

月

に

弘

化

規

定

が

成

立

す

る

。
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㋕

嘉

永

元

年

一

二

月

南

町

奉

行

遠

山

左

衛

門

尉

景

元

が

、

新

た

な

規

定

を

奉

行

所

と

し

て

は

議

論

し

な

い

旨

を

出

す

。

 

こ

の

㋔

と

㋕

の

間

に

は

数

年

の

タ

イ

ム

ラ

グ

が

存

在

し

、

こ

の

間

天

保

規

定

な

い

し

は

弘

化

規

定

は

有

効

成

り

得

た

。

 

と

こ

ろ

で

、

嘉

永

規

定

は

ど

う

だ

ろ

う

か

。

こ

れ

は

既

に

髙

木

ま

ど

か

の

研

究

が

あ

る
２

０

が

、

そ

れ

を

踏

ま

え

な

が

ら

以

下

の

史

料

と

と

も

に

見

て

い

く

こ

と

に

す

る

。
 

 

（

前

略

）

尤

今

般

私

共

内

評

之

趣

は

近

来

先

役

と

も

よ

り

外

遊

女

町

御

免

之

義

申

上

候

と

は

訳

違

ひ

、

新

規

ニ

遊

女

屋

を

殖

シ

候

義

ニ

は

無

之

、

是

迄

之

有

姿

ニ

て

責

て

一

二

ヶ

所

も

場

所

を

引

分

ケ

候

ハ

ヽ

可

然

と

存

付

候

迄

之

義

ニ

候

ヘ

共

、

即

今

右

等

之

儀

強

て

可

申

上

機

合

も

無

之

、

時

節

も

有

之

候

ハ

ヽ

御

内

慮

可

相

伺

と

存

含

罷

在

候

ニ

付

、

先

入

御

内

聴

置

候

義

ニ

御

座

候

。

就

て

は

得

と

勘

弁

仕

候

処

、

前

書

廉

々

之

弊

不

相

止

候

て

は

景

気

立

直

申

間

敷

趣

ニ

相

聞

候

間

、

差

向

取

締

相

付

候

よ

り

い

た

し

方

無

之

候

処

、

①

寛

政

七

卯

年

先

役

共

よ

り

町

年

寄

樽

与

左

衛

門

え

掛

申

付

、

同

人

方

ニ

て

取

調

規

定

証

文

為

取

極

候

趣

留

記

有

之

、

素

よ

り

娼

家

之

規

則

を

奉

行

所

ニ

て

議

候

も

於

事

体

可

然

義

に

も

無

之

候

間

、

②

今

般

も

先

例

ニ

な

ら

ひ

館

市

右

衛

門

え

懸

り

申

付

、

於

同

人

方

規

定

証

文

を

基

本

ニ

据

、

追

々

其

筋

心

得

方

相

糺

候

上

、

寛

政

七

卯

年

よ

り

五

拾

九

年

之

年

暦

を

経

候

義
（

、
）
廓

中

沿

革

も

可

有

之

、
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殊

ニ

寅

年

御

改

正

後

は

別

て

風

俗

も

変

候

義

ニ

付

、
③

時

勢

に

不

相

協

実

々

難

捨

置

取

締

筋

之

儀

ハ

取

舎

増

減

い

た

し

、

徒

法

不

相

成

永

続

之

仕

方

篤

と

取

調

申

立

候

様

申

渡

候

ニ

付

、

猶

取

調

之

趣

可

申

上

候

。

且

遊

女

揚

代

金

出

入

取

上

有

無

之

義

は

当

時

評

定

所

一

座

再

評

議

中

ニ

付

、

是

又

追

て

一

座

よ

り

相

伺

可

申

候

。

此

段

入

御

聴

置

候

。

以

上

。

 

丑

四

月

 

井

戸

対

馬

守

 

池

田

播

磨

守

  

館

市

右

衛

門

え

 

新

吉

原

町

近

来

不

繁

昌

ニ

て

、

遊

女

屋

共

当

時

之

姿

ニ

て

は

立

行

兼

（

、
）

追

々

及

衰

微

候

趣

ニ

付

、

取

締

方

之

儀

寛

政

度

之

振

合

を

以

右

取

調

方

掛

申

付

間

、
④

 

市

中

名

主

共

之

内

相

撰

掛

申

渡

、
規

定

証

文

を

基

本

ニ

据

（

、
）

其

筋

心

得

方

相

糺

、

尤

寛

政

七

卯

年

よ

り

数

年

を

経

候

故

廓

中

沿

革

も

可

有

之

。

寅

年

御

改

正

後

は

別

て

風

俗

相

変

候

ニ

付

、
⑤

時

勢

ニ

不

相

協

難

捨

置

儀

は

取

舎

増

減

い

た

し

、

永

続

之

所

徒

法

ニ

不

相

成

候

様

得

と

取

調

可

申

聞

候

。

 

四

月

 

「

丑

四

月

（

朱

書

き

）

廿

三

日

向

方

よ

り

差

越

ス

。

吟

味

方

へ

達

し

。
」

 

 

以

上

の

作

成

経

緯

に

よ

れ

ば

、

寛

政

規

定

が

当

時

の

町

奉

行

か

ら

町
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年

寄

に

命

じ

ら

れ

、

作

成

さ

れ

た

（

①

）
。

今

回

も

そ

の

先

例

に

倣

っ

て

寛

政

規

定

を

基

本

に

据

え

、

時

勢

に

合

わ

な

く

な

っ

た

も

の

は

取

捨

増

減

し

て

無

駄

な

法

令

に

な

ら

な

い

よ

う

に

（

規

定

証

文

を

改

正

す

る

よ

う

に

）

町

年

寄

館

市

右

衛

門

へ

命

じ

る

（

②

、

③

）

こ

と

を

老

中

阿

部

正

弘

へ

上

申

す

る

。

ま

た

、

館

市

右

衛

門

に

送

っ

た

も

の

で

は

、

市

中

の

名

主

か

ら

選

び

命

じ

て

、

寛

政

規

定

を

基

本

に

据

え

て

、

た

だ

す

こ

と

。

時

勢

に

あ

わ

な

く

な

っ

た

が

、

捨

て

置

き

難

い

の

で

（

寛

政

規

定

か

ら

）

取

捨

増

減

し

て

、

無

駄

な

法

令

に

な

ら

な

い

よ

う

に

す

る

こ

と

を

町

年

寄

館

市

右

衛

門

へ

命

じ

る

（

④

、

⑤

）

と

し

て

い

る

。

 

つ

ま

り

、

嘉

永

規

定

の

作

成

経

緯

は

、

吉

原

が

繁

盛

し

な

く

な

っ

て

き

て

い

る

の

で

、

寛

政

規

定

を

特

に

天

保

期

の

隠

売

女

の

取

締

り

令

以

後

の

時

勢

に

合

わ

せ

て

改

正

す

る

と

い

う

も

の

で

あ

っ

た

。
 

先

行

研

究

で

は

、

嘉

永

規

定

も

先

例

に

よ

っ

て

認

可

さ

れ

て

な

い

（

そ

し

て

、
非

実

施

、
無

効

）
と

し

た
２

１

。
町

奉

行

は

た

し

か

に
「

娼

家

之

規

則

を

奉

行

所

ニ

て

議

候

も

於

事

体

可

然

義

に

も

無

之

候

間

」

と

あ

る

よ

う

に

、

遊

廓

の

規

則

を

町

奉

行

所

で

議

論

す

る

の

も

お

か

し

い

と

い

う

。

し

か

し

、

嘉

永

規

定

の

作

成

方

針

は

町

奉

行

自

身

が

定

め

て

い

る

こ

と

が

、「

改

正

に

関

与

し

な

い

方

針

を

定

め

た

」
こ

と

を

継

続

し

て

い

た

と

は

言

い

難

く
２

２

、

遠

山

が

示

し

た

方

針

と

は

変

容

し

て

き

て

い

る

こ

と

は

明

白

で

あ

る

。

そ

の

た

め

、

関

の

示

し

た

「
「

弘

化

規

定

」
の

認

可

が

一

度

頓

挫

し

た

こ

と

、
町

奉

行

所

で

は
「

規
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定

」

の

改

正

に

関

与

し

な

い

方

針

を

定

め

た

こ

と

、

こ

の

二

つ

の

先

例

が

大

き

く

影

響

し

て

い

る

。
」
、

と

い

う

特

に

後

者

部

分

は

再

考

が

必

要

で

あ

る

。
 

 

第

三

節

 

新

吉

原

規

定

証

文

の

有

効

性

の

問

題

 

前

節

の

最

後

で

、

有

効

成

り

得

た

、

と

記

述

し

た

が

、

こ

れ

に

は

天

保

規

定

に

あ

る

箇

条

部

分

に

そ

の

証

拠

が

あ

る

。

以

下

に

記

載

し

よ

う

。

 

 

〇

一

、

近

来

茶

屋

共

自

侭

之

仕

癖

ニ

相

成

、

送

来

候

客

揚

代

払

方

不

埓

明

、

催

促

致

し

候

遊

女

屋

尓

ハ

客

送

り

不

申

内

ニ

引

手

銭

差

遣

し

候

遊

女

や

江

而

已

客

ヲ

送

リ

来

候

ニ

付

、

以

来

五

丁

遊

女

や

せ

話

役

勘

定

番

之

者

共

会

所

尓

立

合

、

遊

女

屋

銘

々

之

客

帳

持

寄

、

茶

屋

共

客

ゟ

請

届

候

揚

代

金

持

参

立

会

、

払

方

可

致

、

尤

現

金

払

并

十

四

日

晦

日

払

共

相

対

ニ

而

取

引

致

間

敷

、

相

滞

候

分

ハ

客

案

内

差

止

可

申

事

、
］

 

「
（

以

下

、

頭

書

）

 

此

朱

引

ヲ

以

茶

屋

共

不

伏

有

、

去

巳

四

月

十

三

日

仕

遣

当

御

番

所

へ

御

奉

伺

候

処

、

同

十

五

日

追

而

御

沙

汰

可

有

之

旨

被

仰

渡

候

、
」 

 

「
（

以

下

、

下

げ

札

に

て

）

 

寛

政

度

伺

済

規

定

証

文

之

処

 

一

、

揚

代

金

之

義

者

、

都

而

現

金

ニ

可

致

儀

ニ

而

、

茶

屋

ゟ

案

内
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有

之

分

ハ

、

右

茶

屋

ゟ

直

ニ

受

取

可

申

筈

之

処

、

馴

染

来

候

客

有

之

茶

屋

ハ

、

右

茶

屋

遊

女

屋

与

相

対

之

上

、

十

四

日

払

或

者

晦

日

払

ニ

勘

定

い

た

し

候

も

有

之

候

处

、

右

之

日

限

ニ

至

リ

、

勘

定

不

埒

明

未

熟

之

茶

屋

も

在

之

、

度

々

催

促

致

し

候

得

者

、

彼

是

申

、

遊

女

屋

江

対

し

不

法

之

挨

拶

致

し

候

も

有

之

、

旁

近

来

別

而

等

閑

ニ

相

成

候

間

、

自

今

揚

代

金

不

埓

ニ

致

し

候

向

者

、

其

段

名

主

江

相

届

、

遊

女

屋

仲

間

一

統

張

札

差

出

し

客

案

内

差

留

可

申

、

尤

揚

代

金

之

儀

、
遊

女

屋

茶

屋

と

も

ニ

客

を

相

手

取

出

訴

朩

致

し

候

儀

、

相

慎

何

分

相

対

ニ

て

取

立

候

様

可

致

事

、
 

但

、
本

文

之

通

、
揚

代

金

滞

不

埒

明

客

案

内

差

留

候

茶

屋

を

内

々

ニ

而

案

内

為

致

候

遊

女

屋

も

有

之

候

ハ

ゝ

、

為

過

怠

右

滞

金

其

遊

女

屋

ゟ

為

償

可

申

事

、

 

（

以

下

、

朱

書

き

）

 

本

文

会

所

勘

定

之

義

、

追

而

御

沙

汰

ニ

付

、

此

下

ケ

札

之

規

定

ヲ

取

用

ひ

罷

在

候

、
尤

此

規

定

代

り

ニ

本

文

会

所

勘

定

之

廉

新

規

出

、

本

二

月

古

復

致

し

、

此

規

定

ヲ

用

ひ

候

儀

ニ

御

座

候

、
］
」

 

「
（

以

下

、

墨

書

き

囲

み

で

）

 

弘
（
化
脱
カ
）

三

午

三

月

七

日

大

八

木

七

兵

衛

尓

新

規

定

差

上

候

節

、

下

ケ

候

条
（
マ
マ
）

、

朱

書

致

差

出

ス

」

 

 

同

箇

条

に

つ

い

て

、

横

山

百

合

子

は

「

茶

屋

が

遊

女

屋

に

渡

す

べ

き

揚

代

金

を

滞

ら

せ

る

と

い

う

問

題

を

解

消

す

る

た

め

の

「

五

町

遊

女
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屋

世

話

役

、
勘

定

番

之

者

会

所

に

立

合

、
遊

女

屋

銘

々

之

客

帳

持

寄

、

茶

屋

共

客

よ

り

請

取

候

揚

代

金

持

参

、
立

合

払

方

可

致

」
の

よ

う

な

、

会

所

に

お

い

て

強

制

的

に

茶

屋

か

ら

揚

代

金

を

取

り

立

て

る

条

項

も

盛

り

込

ま

れ

た

」

と

し

た

が

、

そ

れ

以

外

に

規

定

証

文

の

施

行

・

有

効

性

の

面

に

お

い

て

こ

の

箇

条

は

注

目

さ

れ

る

。

 

「

弘
（
化
脱
カ
）

三

午

三

月

七

日

大

八

木

七

兵

衛

尓

新

規

定

差

上

候

節

、

下

ケ

候

条
（
マ
マ
）

、

朱

書

致

差

出

ス

」

と

い

う

記

述

か

ら

、

朱

書

き

部

分

を

見

る

と

、

１

．
「

此

朱

引

ヲ

以

茶

屋

共

不

伏

有

、

去

巳

四

月

十

三

日

仕

遣

当

御

番

所

へ

（

後

略

）
」

と

２

．
「

本

文

会

所

勘

定

之

義

、

追

而

御

沙

汰

ニ

付

、

此

下

ケ

札

之

規

定

ヲ

取

用

ひ

罷

在

候

（

後

略

）
」

の

二

箇

所

あ

る

。
「

追

而

御

沙

汰

ニ

付

、

此

下

ケ

札

之

規

定

ヲ

取

用

ひ

罷

在

候

」

と

い

う

こ

と

は

、「

御

沙

汰

」
以

前

は
「

本

文

会

所

勘

定

」
の

箇

条
（

天

保

期

に

改

正

さ

れ

た

箇

条

）

が

使

用

さ

れ

て

い

た

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

 

茶

屋

が

「

不

伏

有

」

と

し

て

御

番

所

へ

伺

っ

た

の

は

、
「

去

巳

四

月

十

三

日

」

で

、
「

同

十

五

日

」

に

近

々

命

令

が

あ

る

旨

を

新

吉

原

は

仰

せ

渡

さ

れ

た

。

石

井

が

紹

介

し

た

竹

島

春

行

に

よ

る

後

書

き

「

南

鳥

居

甲

斐

守

様

御

勤

役

中

一

旦

伺

済

、

其

後

此

規

定

ハ

不

及

沙

汰

、

先

前

よ

り

有

之

候

寛

政

規

定

之

通

可

相

守

旨

被

仰

渡

」

は

、

弘

化

ニ

巳

年

四

月

で

あ

る

か

ら

、

こ

の

一

件

が

絡

ん

で

い

る

可

能

性

も

考

え

ら

れ

よ

う

。

 

そ

し

て

、「

尤

此

規

定

代

り

ニ

本

文

会

所

勘

定

之

廉

新

規

出

、
本

二
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月

古

復

致

し

、

此

規

定

ヲ

用

ひ

候

儀

ニ

御

座

候

、
」

と

い

う

こ

と

は

、

新

た

な

箇

条

が

出

て

、

弘

化

三

年

の

二

月

に

「

古

復

」

し

て

用

い

た

と

い

う

の

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

天

保

規

定

に

よ

っ

て

改

正

さ

れ

た

箇

条

に

弘

化

二

年

四

月

茶

屋

か

ら

不

伏

が

訴

え

ら

れ

、

新

吉

原

は

一

旦

寛

政

規

定

に

戻

し

た

が

、

弘

化

三

年

三

月

に

「

古

復

」

し

て

用

い

て

い

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

そ

れ

は

、

改

正

さ

れ

た

箇

条

が

使

用

さ

れ

て

い

た

こ

と

に

な

る

。

 

よ

っ

て

、

関

が

、

弘

化

規

定

が

認

可

さ

れ

て

お

ら

ず

、

施

行

さ

れ

な

か

っ

た

根

拠

と

し

た

遠

山

の

史

料

に

あ

る

茶

屋

は

上

記

と

矛

盾

す

る

。

茶

屋

が

訴

え

た

の

は

弘

化

規

定

成

立

後

の

四

月

で

あ

り

、

幕

府

が

認

可

せ

ず

に

新

吉

原

で

施

行

さ

れ

て

い

な

か

っ

た

（

有

効

性

も

な

い

）

と

す

れ

ば

、

な

ぜ

茶

屋

は

無

効

な

証

文

を

相

手

に

「

不

伏

有

」

と

し

て

御

番

所

へ

伺

っ

た

の

だ

ろ

う

か

。

 

そ

し

て

嘉

永

二

年

に

「

先

般

伺

出

候

新

規

規

定

証

文

之

儀

者

、

於

奉

行

所

可

承

届

筋

ニ

無

之

間

伺

之

趣

者

不

及

沙

汰

、

但

前

々

之

振

合

ニ

可

心

得

旨

無

急

度

申

聞

置

候

事

、
」
２

３

と

い

っ

て

、
正

式

に

寛

政

規

定

の

遵

守

が

出

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

天

保

・

弘

化

規

定

は

正

式

に

効

力

を

失

う

の

で

あ

る

。

言

い

換

え

れ

ば

、

天

保

・

弘

化

規

定

は

右

に

見

た

史

料

の

如

く

、

施

行

さ

れ

て

い

た

の

で

あ

る

。

 

嘉

永

規

定

に

つ

い

て

は

、

前

節

で

見

た

よ

う

に

、

町

奉

行

が

関

与

し

て

、

む

し

ろ

改

訂

を

さ

せ

る

よ

う

に

し

て

い

る

の

は

、

あ

る

意

味

で

幕

府

が

規

定

証

文

の

改

正

に

お

け

る

指

導

性

が

存

在

し

た

と

評

価
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で

き

る

。

そ

し

て

、

町

奉

行

側

か

ら

町

年

寄

に

ま

と

め

る

よ

う

命

じ

て

い

る

の

は

こ

の

規

定

証

文

が

有

効

で

あ

っ

た

こ

と

も

示

し

得

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

 

ま

た

、

有

効

で

あ

っ

た

規

定

証

文

が

実

際

に

ど

の

程

度

の

効

力

を

持

ち

得

た

の

か

に

つ

い

て

考

察

を

す

る

。

こ

れ

に

は

、

関

に

よ

る

髙

木

へ

の

批

判

の

な

か

で

「

新

吉

原

が

、

同

所

の

秩

序

を

維

持

す

る

た

め

に

幕

府

の

権

威

を

必

要

と

し

て

い

た

な

ら

ば

、

幕

府

の

認

可

を

受

け

な

か

っ

た

「

嘉

永

規

定

」

も

ま

た

、

新

吉

原

が

望

む

よ

う

な

効

力

は

有

し

て

い

な

か

っ

た

と

い

え

よ

う

」
２

４

、

と

し

て

い

る

こ

と

か

ら

も

、

単

に

有

効

で

あ

っ

た

か

否

か

よ

り

、

一

歩

踏

み

込

ん

だ

考

察

が

必

要

で

あ

る

。

そ

の

手

掛

か

り

と

し

て

、

本

稿

で

注

目

す

る

の

は

、

天

保

一

五

年

の

「

新

吉

原

遊

女

屋

本

丸

普

請

職

人

留

置

一

件

」

と

い

う

事

件

で

あ

る

。

 

事

件

の

概

要

は

以

下

で

あ

る

。

天

保

一

五

年

九

月

、

江

戸

城

本

丸

普

請

に

従

事

す

る

職

人

が

新

吉

原

で

の

揚

代

を

払

わ

ず

に

、

遊

女

屋

に

連

日

留

め

置

か

れ

て

い

た

こ

と

に

対

し

、

普

請

の

差

し

支

え

と

な

る

か

ら

新

吉

原

名

主

に

善

処

す

る

よ

う

伝

え

、

留

置

い

て

い

た

遊

女

屋

は

結

局

渡

世

差

し

留

と

な

っ

た

。

史

料

は

以

下

に

な

る
２

５

。

 

 

新

吉

原

町

え

御

沙

汰

之

儀

ニ

付

申

上

候

書

付

 

青

山

九

八

郎
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御

本

丸

普

請

銅

御

瓦

板

類

、

猶

又

御

作

事

方

小

普

請

方

兼

延

立

引

請

之

儀

被

仰

渡

候

処

、

右

職

人

共

新

吉

原

町

え

罷

越

不

立

帰

、

迎

之

も

の

遣

候

て

も

揚

代

不

残

払

不

遣

候

て

は

難

帰

旨

遊

女

屋

共

申

立

、

夫

故

職

人

と

も

は

金

銭

持

参

無

之

候

て

は

幾

日

も

留

置

、

畢

竟

は

職

人

共

引

留

置

候

得

は

抱

主

共

金

子

持

参

相

払

連

行

候

儀

と

取

巧

候

儀

ニ

相

聞

候

得

共

、

揚

代

之

儀

は

先

達

て

御

触

面

之

通

御

奉

行

所

ニ

テ

は

御

取

上

無

之

相

対

済

之

儀

故

、

此

度

御

瓦

急

延

立

御

用

為

取

扱

候

職

人

引

留

置

候

様

ニ

て

ハ

手

後

ニ

相

成

、

日

割

通

御

瓦

難

出

来

候

間

、

職

人

共

抱

主

よ

り

遊

女

屋

共

え

迎

ニ

参

候

ハ

ゝ

揚

代

ニ

不

拘

早

々

相

返

、

連

日

留

置

不

申

候

様

吉

原

町

え

無

急

度

町

奉

行

衆

え

御

沙

汰

御

座

候

様

仕

度

候

。（

中

略

）
吉

原

町

之

儀

も

前

書

之

通

御

沙

汰

無

之

候

て

は

御

瓦

日

割

通

出

来

之

見

込

無

御

座

候

間

、

此

段

申

上

候

。

以

上

。

 

辰

九

月

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

青

山

九

八

郎

 

 

御

作

事

方

仕

手

頭

 
 

 
 

政

五

郎

下

職

人

 
 

 

金

次

郎

 

御

小

普

請

方

仕

手

頭

 
 

 
 

吉

右

衛

門

下

職

人

 
 

 

福

松
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右

両

人

角

町

長

兵

衛

店

遊

女

屋

白

木

屋

長

吉

方

え

当

月

朔

日

罷

越

、

揚

代

金

不

足

ニ

付

同

十

六

日

迄

留

置

候

ニ

付

、

仕

手

頭

政

五

郎

一

昨

十

六

日

夜

揚

代

持

参

両

人

共

召

連

帰

り

申

候

。

此

程

名

主

共

え

厚

被

仰

含

候

儀

も

有

之

、

遊

女

屋

え

壱

人

別

ニ

申

聞

候

処

、

等

閑

心

得

名

主

方

え

も

不

申

出

候

間

、

以

来

為

取

締

遊

女

屋

長

吉

義

は

当

分

渡

世

差

留

候

ニ

付

、

此

段

乍

恐

申

上

置

候

。

猶

心

附

可

申

上

間

、

御

聞

済

奉

願

候

。

 

辰

九

月

十

八

日

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

新

吉

原

町

 

名

主

共

 

 

揚

代

不

払

い

の

時

の

取

り

扱

い

は

新

吉

原

規

定

証

文

に

定

め

ら

れ

た

通

り

、
留

置

き

を

行

っ

て

い

る

。
し

か

し

、
史

料

に

あ

る

よ

う

に
「

以

来

為

取

締

遊

女

屋

長

吉

義

は

当

分

渡

世

差

留

候

」

と

し

て

、

規

定

の

通

り

行

っ

た

遊

女

屋

が

渡

世

差

留

と

い

う

事

態

に

な

っ

て

い

る

。

し

か

し

、

単

に

留

置

い

た

こ

と

が

問

題

で

は

な

く

、

代

官

史

料

に

あ

る

よ

う

に

、

普

請

が

滞

る

か

ら

で

あ

り

、

揚

代

に

つ

い

て

は

相

対

済

ま

し

な

の

で

あ

っ

た

。

 

こ

こ

で

は

当

初

、

規

定

証

文

の

定

に

よ

っ

て

新

吉

原

内

部

で

対

処

し

て

い

た

が

、

結

果

的

に

は

遊

女

屋

が

処

罰

に

あ

っ

た

の

で

あ

る

。
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こ

の

あ

と

揚

代

の

未

払

い

に

対

す

る

改

定

は

な

い

こ

と

を

鑑

み

る

と

、

新

吉

原

規

定

証

文

の

効

力

は

内

部

に

お

い

て

は

発

揮

さ

れ

た

ま

ま

で

あ

っ

た

と

思

わ

れ

る

。

 

だ

が

、

寛

政

規

定

の

時

に

は

新

吉

原

と

し

て

即

自

的

一

体

で

あ

っ

た

新

吉

原

は

、

天

保

改

規

定

以

降

見

ら

れ

る

よ

う

に

分

裂

と

再

編

に

晒

さ

れ

、

揚

代

の

扱

い

の

規

定

で

相

対

を

や

め

た

よ

う

に

、

漸

次

的

に

茶

屋

と

の

対

峙

を

見

せ

て

い

く

。
 

 

第

二

章

 

新

吉

原

規

定

証

文

の

改

正

に

見

る

秩

序

 

第

一

節

 

秩

序

の

変

容

 

規

定

証

文

の

改

正

の

機

は

、

新

吉

原

に

お

け

る

秩

序

の

変

容

の

タ

イ

ミ

ン

グ

と

見

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

そ

こ

で

、

本

章

で

は

天

保

規

定

や

嘉

永

規

定

な

ど

か

ら

新

吉

原

に

お

け

る

秩

序

の

変

容

を

見

て

い

く

こ

と

に

す

る

。

 

新

吉

原

を

語

る

上

で

、

そ

の

転

換

に

お

い

て

も

、

衰

微

に

お

い

て

も

欠

か

せ

な

い

の

は

私

娼

と

呼

ば

れ

た

売

女

た

ち

と

の

闘

争

で

あ

る

。

こ

の

対

策

に

つ

い

て

明

ら

か

に

な

っ

た

の

が

寛

政

規

定

に

よ

る

以

下

の

条

文

で

あ

る
２

６

。

 

 

一

 

御

當

地

町

々

隱

賣

女

之

儀

者

、

古

来

ゟ

當

所

之

者

相

調

御

訴

申

上

候

仕

来

二

而

、

た

と

ひ

當

所

ゟ

御

訴

不

申

上

外

よ

り

顯

れ

御

吟

味

ニ

相

成

候

と

も

、

其

節

々

賣

女

之

儀

者

當

所

名

主

江

御

預

ケ
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被

遊

候

ニ

付

、

其

砌

手

當

致

し

召

連

罷

歸

候

上

、

會

所

ニ

お

ゐ

て

五

町

順

番

二

而

當

番

町

之

者

人

數

を

仕

分

ケ

、

當

人

名

前

を

以

鬮

取

い

た

し

、

町

每

ニ

鬮

ニ

當

り

候

者

を

引

取

、

其

町

遊

女

屋

江

是

又

順

番

ニ

預

、

入

用

之

儀

者

町

入

用

或

者

其

町

限

り

之

溜

金

を

以

出

分

致

し

來

候

儀

ニ

有

之

、

尤

、

右

御

吟

味

落

着

之

莭

、

女

と

も

三

ケ

年

當

所

江

被

下

置

候

ハ

ゝ

、

町

每

冥

加

金

入

札

ニ

而

女

と

も

引

取

、

右

冥

加

金

之

儀

者

遊

女

屋

世

話

役

之

者

江

預

り

置

、

溜

金

ニ

致

、

以

後

右

躰

賣

女

御

預

中

之

諸

入

用

者

右

溜

金

を

以

支

拂

、

過

金

之

分

者

每

年

十

二

月

惣

地

主

江

割

符

致

し

候

仕

來

り

ニ

付

、

猶

向

後

書

面

之

通

相

守

、

壹

町

限

勝

手

之

儀

決

而

致

間

敷

候

事

、

 

 
 

 

附

、

右

賣

女

と

も

之

内

、

病

氣

等

ニ

而

引

受

無

是

之

分

者

、

町

内

限

り

居

所

手

當

い

た

し

療

養

を

加

江

當

人

共

難

儀

不

成

様

育

遣

可

申

事

、

 

一

 

前

書

賣

女

之

儀

、

三

ケ

年

を

經

銘

々

引

受

人

相

調

御

掛

御

番

所

江

申

上

候

處

、

其

莭

身

分

引

取

人

も

無

之

分

者

名

主

引

受

ニ

而

其

町

之

厄

介

ニ

致

し

、

追

々

身

分

片

付

遣

し

候

儀

ニ

付

、

右

入

用

も

前

書

有

之

溜

金

を

以

差

出

、

若

入

用

不

足

之

莭

者

是

又

仕

來

之

通

其

町

々

町

入

用

ニ

而

仕

拂

候

儀

、

聊

申

分

無

之

候

事

、

 

 

以

上

に

は

、「

御

當

地

町

々

隱

賣

女

之

儀

者

、
古

来

ゟ

當

所

之

者

相

調

御

訴

申

上

候

仕

来

二

而

」

と

あ

る

か

ら

、

寛

政

規

定

証

文

で

定

め

ら

れ

た

わ

け

で

は

な

い
２

７

。

し

か

し

、

そ

の

実

態

は

こ

こ

で

明

ら

か

と
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な

る

。
く

じ

引

き

で

当

た

っ

た

町

が

引

取

、「

其

町

遊

女

屋

江

是

又

順

番

ニ

預

」

け

、

三

年

使

役

す

る

の

で

あ

っ

た

。

そ

の

後

、

身

分

引

受

人

が

い

れ

ば

、

引

受

ら

れ

る

が

、

い

な

け

れ

ば

あ

る

吉

原

の

町

で

世

話

を

し

、

身

柄

を

整

理

す

る

の

で

あ

る

。

 

天

保

規

定

・

弘

化

規

定

で

は

「

右

御

吟

味

落

着

之

莭

、

女

と

も

三

ケ

年

當

所

江

被

下

置

候

ハ

ゝ

」

が

略

さ

れ

て

い

る

（

略

し

を

企

図

し

て

い

る

）
。

つ

ま

り

、

三

ヶ

年

と

い

う

制

限

を

撤

廃

し

て

い

た

。

そ

し

て

、

嘉

永

規

定

で

は

「

隠

売

女

探

索

度

々

仕

候

え

共

、

御

改

正

以

来

申

訳

ケ

之

た

め

囲

妾

と

号

、

売

女

同

様

之

稼

仕

候

間

、

右

御

取

締

奉

願

上

候

、
」
２

８

が

朱

書

で

追

加

さ

れ

て

い

る

。
こ

れ

は

以

下

で

掲

げ

る

一

つ

書

と

合

わ

せ

て

考

え

た

い

が

、

こ

の

頃

に

は

売

女

探

索

は

崩

壊

し

て

い

た

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

ま

た

、

幕

法

で

隠

売

女

の

使

役

が

三

ヶ

年

だ

っ

た

こ

と

は

、

寛

政

規

定

に

お

け

る

三

ヶ

年

の

使

役

に

影

響

を

与

え

た

と

推

察

で

き

る

が

、

天

保

規

定

な

ら

び

に

弘

化

規

定

で

は

そ

れ

を

廃

し

た

（

廃

す

こ

と

を

企

図

し

た

）

こ

と

は

、

幕

法

に

新

吉

原

の

自

治

法

が

必

ず

し

も

制

限

さ

れ

な

か

っ

た

こ

と

を

意

味

す

る

。 

そ

の

以

下

の

一

つ

書

は

新

吉

原

の

遊

女

屋

と

売

女

屋

の

関

係

を

示

す

も

の

で

あ

る
２

９

。

 

 

一

 

新

吉

原

町

江

他

所

ゟ

新

規

店

持

之

者

之

内

ニ

者

、

御

府

内

外

町

々

ニ

有

之

隠

売

女

渡

世

向

所

縁

之

者

共

も

有

之

、

以

前

者

隠

し

売

女

之

分

ハ

當

所

ゟ

御

訴

申

上

、

其

所

江

御

捕

御

役

人

方

御

起

被
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成

候

ニ

付

、

右

御

案

内

と

し

て

遊

女

屋

并

町

役

人

朩

罷

越

候

処

、

右

之

儀

相

漏

、

売

女

逃

去

り

候

儀

抔

も

間

々

有

之

、

右

者

売

女

屋

共

ゟ

右

躰

所

縁

之

者

内

通

之

為

メ

吉

原

町

江

住

居

為

致

候

儀

朩

相

顕

、

且

茶

屋

其

外

遊

女

屋

江

付

候

渡

世

筋

之

者

共

ニ

茂

売

女

屋

と

も

ゟ

金

銀

を

以

被

相

頼

、

右

御

訴

之

趣

致

内

通

候

者

も

有

之

旁

不

取

締

ニ

付

、

寛

保

四

子

年

六

月

遊

女

屋

并

町

役

人

朩

一

統

申

合

之

上
通
（
朱
書
）

他

所

ゟ

新

規

ニ

店

持

候

者

者

店

請

人

之

外

ニ

吉

原

町

家

持

ゟ

其

者

身

元

請

合

人

無

之

候

而

ハ

一

切

為

引

移

不

申

候
（
朱
書
）

様

取

極

、
右

請

相

證

文

ハ

会

所

宛

ニ

相

極

候

ニ

付

、

則

会

所

受

与

号

候

、

其

以

来

右

規

定

相

守

來

り

候

処

、

此

儀

近

来

追

々

猥

ニ

相

成

り

、

他

所

ゟ

隠

売

女

体

之

渡

世

致

し

候

者

と

も

手

軽

ニ

引

越

し

來

り

若

渡

世

お

も

ハ

し

か

ら

須

候

得

者

、

其

儘

何

連

江

欤

引

越

参

り

候

様

成

行

自

ラ

住

所

も

無

之

、

不

埒

之

者

共

吉

原

町

之

内

不

絶

致

徘

徊

、

甚

不

取

締

ニ

付

、

向

後

者

他

所

ゟ

引

越

来

候

分

、

前

書

ニ

有

之

寛

保

四

子

年

規

定

之

通

、

店

受

人

之

外

吉

原

町

家

持

欤

又

者

身

元

慥

成

地

借

店

借

之

者

請

合

人

有

之

者
ハ
（
朱
書
）

、
会

所

別

證

文

為

差

出

、
右

請

合

人

無

之

者

者

、

決

而

他

所

ゟ

引

越

参

り

不

申

候
（
朱
書
）

様

取

斗

可

申

事

、 

 

「

新

吉

原

町

江

他

所

ゟ

新

規

店

持

之

者

之

内

ニ

者

、（

中

略

）
右

者

売

女

屋

共

ゟ

右

躰

所

縁

之

者

内

通

之

為

メ

吉

原

町

江

住

居

為

致

候

儀

朩

相

顕

」
の

部

分

で

は

、
売

女

探

索

に

赴

く

前

に

そ

の

情

報

を

漏

ら

す

、

そ

の

た

め

に

吉

原

に

住

ん

で

い

る

者

が

現

れ

た

と

い

う

。

こ

の

よ

う
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な

状

態

な

の

で

、

身

元

慥

成

者

か

吉

原

町

家

持

を

請

合

人

と

し

て

会

所

に

証

文

を

出

す

よ

う

決

め

ら

れ

て

い

る

。
そ

し

て

、「

右

請

合

人

無

之

者

者

、

決

而

他

所

ゟ

引

越

参

り

不

申

候
（
朱
書
）

様

取

斗

可

申

事

」

と

決

め

ら

れ

て

い

る

。

 

こ

の

一

つ

書

で

も

う

一

つ

注

目

さ

れ

る

の

は

「

茶

屋

其

外

遊

女

屋

江

付

候

渡

世

筋

之

者

共

」

と

、

茶

屋

や

そ

の

他

の

職

が

「

遊

女

屋

江

付

候

」

と

い

う

、

遊

女

屋

に

従

属

的

に

編

成

さ

れ

て

い

た

こ

と

を

示

す

も

の

が

あ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

こ

れ

は

新

吉

原

に

お

け

る

一

つ

の

秩

序

体

系

と

い

え

よ

う

。

 

こ

の

箇

条

は

天

保

規

定

で

全

て

朱

書

き

で

囲

ま

れ

て

い

る

か

ら

、

抜

か

す

こ

と

を

願

っ

て

い

た

の

で

あ

る

。

そ

し

て

そ

れ

は

、

も

は

や

不

要

で

あ

っ

た

こ

と

を

示

す

こ

と

は

確

か

で

あ

る

。

そ

れ

が

、

こ

の

箇

条

が

皆

守

る

の

で

無

意

味

で

あ

っ

た

の

か

、

売

女

探

索

自

体

が

崩

壊

し

て

い

た

の

か

は

、

こ

こ

か

ら

は

定

か

で

は

な

い

。

 

し

か

し

、

天

保

一

三

年

に

お

け

る

隠

売

女

の

徹

底

的

な

取

り

締

ま

り
３

０

に

よ

っ

て

、

風

俗

が

変

わ

っ

た

こ

と

は

幕

府

側

も

認

知

し

て

い

た
３

１

。
そ

こ

か

ら

類

推

す

る

に

は

、
後

者

で

あ

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。 

 

第

二

節

 

隠

売

女

の

取

り

締

ま

り

と

秩

序

 

天

保

規

定

・

弘

化

規

定

は

、

寛

政

規

定

に

加

除

修

正

し

、

配

列

替

え

を

行

っ

た

と

い

う

の

は

既

述

の

通

り

で

あ

る

。

一

方

で

、

嘉

永

規

定

は

寛

政

規

定

に

増

訂

の

み

を

施

し

て

い

る

。

そ

こ

で

嘉

永

規

定

に
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お

け

る

隠

売

女

の

取

り

締

ま

り

に

着

目

し

て

、

幕

末

に

お

け

る

新

吉

原

の

秩

序

に

つ

い

て

考

え

た

い

。

 

嘉

永

規

定

の

隠

売

女

に

お

け

る

増

訂

分

の

み

記

す

と
３

２

、

 

 

（

前

略

）

隠

売

女

探

索

度

々

仕

候

え

共

、

御

改

正

以

来

申

訳

ケ

之

た

め

囲

妾

と

号

、
売

女

同

様

之

稼

仕

候

間

、
右

御

取

締

奉

願

上

候

、

（

中

略

）

此

儀

、

文

政

年

中

よ

り

隠

売

女

御

召

捕

之

節

は

、

当

人

ど

も

御

吟

味

中

入

牢

被

仰

付

、

落

着

之

節

、

三

ヶ

年

之

間

吉

原

町

え

被

下

置

候

義

ニ

付

、

其

後

度

々

御

召

捕

之

節

も

、

右

之

通

ニ

被

為

仰

付

候

間

、

規

定

証

文

案

文

御

改

被

下

度

事

、
（

中

略

）

売

女

冥

加

金

諸

入

用

支

払

残

金

之

分

積

置

、

探

索

入

用

等

仕

候

間

、

惣

地

主

割

渡

し

候

義

相

止

申

度

段

御

願

申

上

候

処

、

弘

化

二

巳

年

御

聞

済

ニ

相

成

候

間

、

猶

右

之

通

仕

度

候

、

 

 

と

な

る

。

御

改

正

と

は

、

天

保

一

三

年

法

令

の

こ

と

で

あ

り

、

隠

売

女

の
「

冥

加

金

諸

入

用

支

払

残

金

之

分

積

置

、
探

索

入

用

等

仕

候

間

、

惣

地

主

割

渡

し

候

義

相

止

申

度

段

御

願

申

上

候

処

、

弘

化

二

巳

年

御

聞

済

ニ

相

成

候

間

、

猶

右

之

通

仕

度

候

」

と

あ

る

よ

う

な

状

態

だ

っ

た

。「

惣

地

主

割

渡

し

候

義

相

止

申

度

段

御

願

申

上

候

処

、
弘

化

二

巳

年

御

聞

済

」

と

あ

る

通

り

、

弘

化

規

定

に

は

寛

政

規

定

に

見

ら

れ

る

「

惣

地

主

え

割

符

致

候

仕

来

」
３

３

が

削

除

さ

れ

て

い

る

。

 



32 

 

「

御

改

正

以

来

申

訳

ケ

之

た

め

囲

妾

と

号

、

売

女

同

様

之

稼

仕

候

間

、
」

と

い

う

文

言

は

天

保

規

定

・

弘

化

規

定

に

は

見

ら

れ

な

い

。

つ

ま

り

、

天

保

一

三

年

法

令

の

直

後

に

隠

売

女

が

品

を

変

え

た

わ

け

で

は

な

く

、

少

な

く

と

も

弘

化

二

年

以

後

に

こ

の

記

述

の

よ

う

な

状

態

に

な

っ

た

と

い

え

る

。

し

た

が

っ

て

、

弘

化

初

期

に

お

け

る

新

吉

原

は

天

保

一

三

年

法

令

に

お

け

る

隠

売

女

対

策

は

効

果

が

あ

っ

た

と

い

っ

て

も

過

言

で

は

な

い

。

 

嘉

永

六

年

の

嘉

永

規

定

成

立

直

前

の

状

況

を

幕

府

が

記

し

た

史

料

に

は

以

下

の

如

く

あ

る
３

４

。

 

 

（

前

略

）

其

外

隠

売

女

ニ

紛

敷

も

の

御

改

革

後

追

々

厳

科

ニ

被

処

候

故

漸

々

相

止

、

当

節

は

断

絶

仕

候

得

共

、

其

以

来

市

中

囲

妾

多

ク

相

成

候

は

右

之

一

変

ニ

て

、

中

ニ

は

今

ニ

如

何

之

所

行

お

よ

ひ

候

も

の

も

可

有

之

哉

之

風

聞

も

有

之

候

間

、

組

之

も

の

え

も

無

油

断

申

付

置

候

得

共

、

厳

密

之

糺

重

畳

お

よ

ひ

地

主

家

主

共

等

畏

縮

致

居

候

故

、

隠

レ

忍

ひ

、

其

上

夫

々

申

披

相

成

候

義

を

工

夫

致

し

容

易

ニ

探

索

行

届

不

申

、
（

後

略

）

 

 

こ

れ

は

町

奉

行

池

田

播

磨

守

が

老

中

阿

部

正

弘

へ

上

申

し

た

な

か

で

、

幕

府

も

新

吉

原

と

同

じ

く

「

囲

妾

」

が

増

え

て

い

る

こ

と

を

認

知

し

て

い

る

が

、

取

調

べ

が

厳

し

く

、

そ

れ

に

よ

っ

て

地

主

や

家

主

な

ど

が

畏

縮

し

て

し

ま

い

、
「

囲

妾

」

は

潜

伏

し

、

工

夫

も

し

て

い

る

の

で
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探

索

が

難

し

い

こ

と

を

述

べ

て

い

る

。

こ

の

後

に

は

、

料

理

茶

屋

が

新

吉

原

に

流

入

し

た

あ

と

、

新

吉

原

は

一

時

栄

え

た

と

も

述

べ

ら

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

短

期

間

か

も

し

れ

な

い

も

の

の

、

天

保

一

三

年

法

令

は

成

果

が

あ

っ

た

の

で

あ

る

。

関

は

「

新

た

な

遊

所

政

策

を

実

施

す

る

も

、

期

待

し

た

程

の

成

果

は

上

が

ら

ず

、

隠

売

女

も

す

ぐ

に

再

発

し

た

」
３

５

と

し

た

が

、

隠

売

女

の

「

再

発

」

と

は

な

に

を

指

し

示

す

の

か

。

隠

売

女

が

ゼ

ロ

に

な

っ

た

と

は

考

え

ら

れ

な

い

。

 

嘉

永

規

定

で

は

幕

府

に

囲

妾

の

取

り

締

ま

り

を

お

願

い

す

る

一

方

で

、

自

ら

も

売

女

冥

加

金

で

諸

入

用

を

払

っ

た

残

金

を

隠

売

女

探

索

費

に

あ

て

る

な

ど

、

そ

の

対

策

に

走

っ

た

。

つ

ま

り

、

こ

の

頃

の

新

吉

原

は

天

保

一

三

年

法

令

に

よ

っ

て

離

散

し

た

隠

売

女

が

、

囲

妾

と

し

て

出

現

し

、

嘉

永

六

年

頃

に

は

幕

府

・

新

吉

原

の

両

方

で

問

題

視

さ

れ

る

に

至

っ

た

の

で

あ

る

。

 

し

た

が

っ

て

、

寛

政

規

定

が

無

効

化

し

て

き

た

な

か

で

、

新

吉

原

は

天

保

規

定

・

弘

化

規

定

・

嘉

永

規

定

の

改

正

を

通

じ

て

、

秩

序

を

維

持

し

よ

う

と

し

て

い

た

。

幕

府

の

認

可

が

降

り

た

か

は

不

明

で

あ

る

に

せ

よ

、

茶

屋

が

不

伏

と

し

て

訴

え

た

事

例

や

、

弘

化

三

年

に

古

復

し

た

と

の

記

述

な

ど

か

ら

、

実

際

に

施

行

さ

れ

、

有

効

で

あ

り

、

嘉

永

二

年

に

遠

山

か

ら

寛

政

規

定

の

遵

守

が

出

る

こ

と

で

、

新

た

な

規

定

は

停

止

せ

ざ

る

を

得

な

く

な

っ

た

の

で

あ

る

。

 

 

第

三

節

 

会

所

シ

ス

テ

ム

に

つ

い

て
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曽

根

は

「

新

吉

原

町

規

定

申

合

」
（

以

下

、

明

治

規

定

）

の

意

義

と

し

て

遊

女

屋

の

格

に

よ

っ

て

揚

代

が

決

ま

る

よ

う

に

改

定

さ

れ

た

こ

と

で

、

旧

来

の

大

中

遊

女

屋

の

権

益

と

既

存

の

仕

来

り

を

守

ら

せ

る

よ

う

に

な

っ

た

こ

と

、
遊

女

屋

仲

間

が

揚

代

を

管

理

・

配

分

す

る
「

受

払

所

」

に

結

集

し

、

茶

屋

へ

の

譲

歩

と

強

制

措

置

の

両

面

か

ら

対

峙

し

つ

つ

も

共

存

し

て

い

く

方

向

性

を

打

ち

出

し

た

こ

と

と

し

た
３

６

。 

「

受

払

所

」

と

は

、

明

治

規

定

に

お

い

て

遊

女

屋

「

惣

持

（

遊

女

屋

全

体

で

運

営

）
」

で

あ

り

、
「

会

所

主

」
「

引

受

人

」

と

唱

え

る

よ

う

な

者

を

決

し

て

お

か

な

い

こ

と

、

主

の

遊

女

屋

評

議

の

上

諸

事

取

り

計

ら

う

こ

と

、

を

性

格

に

持

っ

た

も

の

で

、

各

遊

女

屋

の

揚

代

の

一

割

を

運

上

と

し

て

徴

収

し

、
五

町

入

用

や

茶

屋

口

銭

な

ど

も

徴

収

し

、

茶

屋

へ

は

「

受

払

所

」

を

通

じ

て

茶

屋

口

銭

を

渡

す

な

ど

の

資

金

的

な

管

理

・

配

分

を

行

う

と

さ

れ

て

い

る

。

そ

し

て

曽

根

は

「

現

時

点

で

は

、「

受

払

所

」
が

確

実

か

つ

強

制

的

に

運

上

徴

収

を

目

的

の

１

つ

に

し

て

設

置

さ

れ

た

点

、

茶

屋

口

銭

の

合

法

化

と

セ

ッ

ト

に

な

っ

て

い

る

点

な

ど

を

考

え

る

と

、

近

世

社

会

で

は

な

く

明

治

期

に

入

っ

て

か

ら

設

置

さ

れ

た

も

の

と

考

え

て

お

き

た

い

」
３

７

と

し

た

。

こ

の

こ

と

は

、

関

千

賀

子

も

 

 

曽

根

が

「

明

治

規

定

」

制

定

の

背

景

と

し

て

明

ら

か

に

し

た

内

容

は

、

本

稿

で

分

析

し

た

弘

化

・

嘉

永

両

時

期

の

「

規

定

」

作

成

の

背

景

と

一

致

し

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、

新

吉

原

は

、
「

明

治
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規

定

」

制

定

に

際

し

て

「

受

払

所

」

を

新

設

す

る

こ

と

で

、

茶

屋

口

銭

や

遊

女

揚

代

金

の

取

扱

い

に

関

し

て

新

吉

原

が

抱

え

て

い

た

諸

問

題

の

解

決

を

図

っ

た

の

で

あ

る

。「

寛

政

規

定

」
制

定

以

降

、

新

吉

原

が

待

ち

望

ん

で

い

た

「

規

定

」

の

改

正

お

よ

び

公

権

力

に

よ

る

認

可

の

獲

得

は

、

明

治

政

府

の

下

で

よ

う

や

く

実

現

し

た

。

 

 

と

、

評

価

し

て

い

る
３

８

。

 

し

か

し

、
嘉

永

規

定

に

は

以

下

の

よ

う

な

箇

条

が

あ

る

。「
（

前

略

）

遊

女

屋

共

迷

惑

仕

候

間

、

以

来

請

払

所

ニ

て

請

払

仕

候

え

ば

、

右

間

違

等

も

有

之

間

敷

（

後

略

）
」
３

９

こ

の

「

迷

惑

」

と

は

茶

屋

が

金

を

騙

し

て

横

領

な

ど

が

あ

っ

て

遊

女

屋

が

迷

惑

し

て

い

る

と

い

う

。「

以

来

請

払

所

ニ

て

」

と

い

う

こ

と

は

、

嘉

永

規

定

証

文

以

前

の

段

階

で

、

明

治

規

定

と

同

じ

よ

う

な

シ

ス

テ

ム

は

既

に

考

案

さ

れ

て

い

た

こ

と

に

な

る

。

そ

の

う

え

、

天

保

規

定

・

弘

化

規

定

に

は

茶

屋

は

遊

客

か

ら

預

か

っ

た

揚

代

を

「

会

所

」

に

持

ち

参

っ

て

、

精

算

す

る

よ

う

決

め

ら

れ

て

い

る

。

 

 

五

丁

遊

女

や

せ

話

役

勘

定

番

之

者

共

会

所

尓

立

合

、

遊

女

屋

銘

々

之

客

帳

持

持

寄

、

茶

屋

共

客

ゟ

請

届

候

場

代

金

持

参

立

会

、

払

方

可

致

、

尤

現

金

払

并

十

四

日

晦

日

払

共

相

対

ニ

而

取

引

致

間

敷

、

４

０ 
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さ

ら

に

こ

こ

に

は

「

相

対

ニ

て

取

引

致

間

敷

」

と

も

さ

れ

、

遊

女

屋

と

茶

屋

は

一

九

世

紀

半

ば

に

は

、

既

に

会

所

（

あ

る

い

は

受

払

所

）

を

通

じ

て

金

銭

の

や

り

取

り

を

す

る

よ

う

に

な

っ

て

い

る

。
つ

ま

り

、

曽

根

や

関

が

明

治

規

定

の

意

義

と

し

た

も

の

は

全

て

規

定

証

文

に

見

ら

れ

る

江

戸

期

の

も

の

で

あ

っ

た

こ

と

に

な

る

。

そ

の

意

味

で

は

、

明

治

規

定

の

大

半

は

江

戸

期

か

ら

の

継

承

で

あ

っ

た

と

い

え

る

。

会

所

と

受

払

所

が

必

ず

し

も

同

一

と

は

限

ら

な

い

も

の

の

、

シ

ス

テ

ム

と

し

て

存

在

す

る

こ

と

は

、

右

の

規

定

が

有

効

で

あ

っ

た

こ

と

か

ら

も

明

ら

か

で

あ

る

。

な

お

、

石

井

は

請

払

所

に

つ

い

て

「

勘

定

所

」

と

も

い

う

と

し

た
４

１

。

と

も

す

れ

ば

、

受

（

請

）

払

所

は

、

会

所

か

ら

少

な

く

と

も

勘

定

の

こ

と

を

取

り

出

し

た

も

の

と

現

時

点

で

は

推

察

さ

れ

る

。

 

ま

た

、

関

の

「

新

吉

原

が

待

ち

望

ん

で

い

た

「

規

定

」

の

改

正

お

よ

び

公

権

力

に

よ

る

認

可

の

獲

得

は

、

明

治

政

府

の

下

で

よ

う

や

く

実

現

し

た

」

と

い

う

指

摘

は

再

考

の

必

要

が

あ

る

と

考

え

る

。

な

ぜ

な

ら

、

新

吉

原

の

規

定

改

正

に

つ

い

て

は

、

遊

廓

の

こ

と

は

遊

廓

で

決

め

て

良

い

旨

が

明

治

二

年

正

月

十

八

日

に

新

吉

原

に

東

京

府

か

ら

達

さ

れ

る

（
「

廓

内

限

リ

ノ

規

則

ハ

其

廓

ニ

於

テ

取

究

可

申

出

事

」

４

２

）
。

 

つ

ま

り

、
江

戸

期

か

ら

の

相

対

済

と

何

ら

変

わ

ら

な

い

の

で

あ

る

。

こ

れ

が

公

権

力

の

獲

得

で

あ

る

な

ら

ば

、

嘉

永

規

定

は

疑

う

こ

と

な
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く

、

公

権

力

の

獲

得

と

評

し

て

良

い

の

で

は

な

か

ろ

う

か
４

３

。

 
し

た

が

っ

て

、

幕

末

維

新

期

に

は

新

吉

原

の

秩

序

は

、

明

治

規

定

に

よ

っ

て

遊

女

屋

を

格

付

け

す

る

こ

と

で

有

力

な

遊

女

屋

の

権

益

を

守

る

一

方

で

、

幕

末

か

ら

増

大

し

た

零

細

な

遊

女

屋

と

の

仲

間

的

結

集

を

弱

め

る

な

ど

、

新

吉

原

に

お

け

る

遊

女

屋

ヘ

ゲ

モ

ニ

ー

は

更

な

る

分

裂

と

再

編

に

進

む

こ

と

と

な

っ

た

。

 

 

お

わ

り

に

 

本

稿

で

は

、

新

吉

原

規

定

証

文

の

改

正

の

動

向

に

見

ら

れ

る

秩

序

の

変

容

を

見

て

き

た

。

そ

の

な

か

で

、

二

〇

一

五

年

に

は

横

山

に

よ

っ

て

存

在

自

体

は

知

ら

れ

た

も

の

の

、

そ

の

後

の

規

定

証

文

の

研

究

で

全

く

取

り

上

げ

ら

れ

る

こ

と

の

な

か

っ

た

天

保

規

定

を

扱

い

、

こ

こ

に

記

述

さ

れ

て

い

る

事

項

と

こ

れ

ま

で

の

研

究

で

よ

く

使

わ

れ

て

き

た

『

市

中

取

締

類

集

』

か

ら

、

規

定

証

文

の

施

行

・

有

効

に

新

た

な

見

解

を

出

し

た

。

 

ま

た

隠

売

女

や

会

所

シ

ス

テ

ム

と

い

う

新

吉

原

の

秩

序

を

、

い

か

に

規

定

証

文

の

改

正

で

守

り

、

構

築

し

て

い

っ

た

か

と

い

う

点

に

も

触

れ

、

遊

女

屋

ヘ

ゲ

モ

ニ

ー

が

分

裂

と

再

編

に

進

む

こ

と

に

な

っ

た

と

結

論

付

け

た

。
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１ 
曽

根

ひ

ろ

み

「

明

治

４

年

「

新

吉

原

町

規

定

申

合

」

成

立

の

意

義

―
遊

女

屋

の

仲

間

的

結

集

―

」
『

歴

史

学

研

究

』

九

二

六

号

（

二

〇

一

四

）
。

 

２ 

石

井

良

助

『

吉

原

―

江

戸

の

遊

廓

の

実

態

―

』（

中

公

新

書

、
一

九

六

七

）
。

 

３ 

関

千

賀

子

「

新

吉

原

「

規

定

証

文

」

か

ら

み

る

江

戸

幕

府

の

遊

所

政

策

」
『

一

橋

社

会

科

学

』

一

五

（

二

〇

二

三

）
。

 

４ 

註

３

前

掲

。

 

５ 

横

山

百

合

子
「

幕

末

維

新

期

の

社

会

と

性

売

買

の

変

容

」（

明

治

維

新

史

学

会

編
『

講

座

明

治

維

新

９

 

明

治

維

新

と

女

性

』（

有

志

舎

、

二

〇

一

五

）
）
。

 

６ 

一

方

で

、

髙

木

ま

ど

か

は

、

嘉

永

規

定

は

有

効

で

あ

っ

た

と

主

張

し

て

い

る

（

髙

木

ま

ど

か

『

近

世

の

遊

廓

と

客

―

遊

女

評

判

記

に

み

る

作

法

と

慣

習

―

』
（

吉

川

弘

文

館

、

二

〇

二

一

）
）

が

、

関

は

こ

れ

に

対

し

、
「

髙

木

ま

ど

か

は

、

同

『

近

世

の

遊

廓

と

客

―

遊

女

評

判

記

に

み

る

作

法

と

慣

習

―

』
（

吉

川

弘

文

館

、

二

〇

二

〇

年

）

六

三

頁

に

お

い

て

、「

嘉

永

規

定

」
は

町

奉

行

所

の

認

可

を

受

け

な

か

っ

た

が

、

実

際

に

は

効

力

を

有

し

て

い

た

と

指

摘

し

た

。

し

か

し

、

髙

木

が

「

嘉

永

規

定

」

に

「

効

力

は

あ

っ

た

」

と

述

べ

る

根

拠

が

示

さ

れ

て

い

な

い

。

新

吉

原

が

、

同

所

の

秩

序

を

維

持

す

る

た

め

に

幕

府

の

権

威

を

必

要

と

し

て

い

た

な

ら

ば

、

幕

府

の

認

可

を

受

け

な

か

っ

た

「

嘉

永

規

定

」

も

ま

た

、

新

吉

原

が

望

む

よ

う

な

効

力

は

有

し

て

い

な

か

っ

た

と

い

え

よ

う

。
」
と

指

摘

し

た
（

註

３

前

掲

、

七

〇

頁

）
。

 

７ 

註

５

前

掲

、

一

七

一

頁

。

 

８ 

「

新

吉

原

規

定

」（

東

北

大

学

附

属

図

書

館

狩

野

文

庫

所

蔵

、
請

求

記

号

：

伊

5
/
3

8
0

）

 

９ 

し

か

し

、

実

際

は

墨

書

き

で

削

除

し

、

朱

書

き

で

増

訂

し

て

い

る

部

分

も

あ

る

。

 

１

０  

天

保

一

四

年

四

月

に

駒

宮

六

右

衛

門

が

「

支

配

向

け

俯

仰

届

の

筋

有

之

」

と

し

て

、

阿

部

温

江

守

よ

り

罷

免

さ

れ

、
「

そ

の

後

同

年

七

月

中

小

石

川

前

町

（
白
山
脱
カ
）

名

主

房

次

郎

江

右

跡

附

支

配

被

仰

付

難

有

仕

合

奉

存

、

同

人

支

配

ニ

相

成

候

而

町

内

取

締

宜

」

し

く

し

て

い

た

（
「

新

吉

原

京

町

一

丁

目

地

主

惣

代

長

平

等

願

書

下

書

」
『

大

日

本

近

世

史

料

 

市

中

取

締

類

集

６

』（

東

京

大

学

出

版

会

、
一

九

九

九

）
、

一

四

九

～

一

五

〇

頁

）
。
し

か

し

、
二

年

後

の

弘

化

二

年

二

月

一

二

日

、

町

年

寄

舘

市

右

衛

門

よ

り

房

次

郎

の

新

吉

原

支

配

は

免

じ

ら

れ

、

小

石

川

白

山

前

町

に

加

え

永

富

町

三

丁

目

の

名

主

に

な

り

、

「

新

吉

原

町

／

名

主

共

／

右

者

、

房

次

郎

跡

京

町

壹

丁

目

當

分

組

合

持

被

仰

付

之

、
」
（
「

町

年

寄

申

渡

」
『

大

日

本

近

世

史

料

 

市

中

取

締

類

集

６

』
（

東

京

大

学

出

版

会

、

一

九

九

九

）
、

一

五

四

頁

）

と

い

う

よ

う

に

、

京

町

一

丁

目

は

新

吉

原

の

組

合

持

と

な

っ

た

。

 

１

１  

『

大

日

本

近

世

史

料

 

柳

営

補

任

２

』
（

東

京

大

学

出

版

会

、

1
9

8
3

）
。
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１

２ 
現

在

、
筆

者

は

以

下

の

よ

う

な

人

物

比

定

を

し

て

い

る

。
佐

兵

衛

＝

新

吉

原

江

戸

町

二

丁

目

名

主

西

村

佐

兵

衛

、

仁

左

衛

門

＝

新

吉

原

江

戸

町

一

丁

目

名

主

竹

島

仁

左

衛

門

、

庄

兵

衛

＝

新

吉

原

京

町

二

丁

目

名

主

山

口

庄

兵

衛

。

 

１

３  

こ

の

並

び

替

え

に

い

か

な

る

意

義

が

あ

っ

た

の

か

は

、

現

時

点

で

は

答

え

を

出

せ

て

い

な

い

。

 

１

４ 

『

市

中

取

締

類

集

』

[
2

7
4

]
 

吉

原

規

定

之

部

,

写

.
 

国

立

国

会

図

書

館

デ

ジ

タ

ル

コ

レ

ク

シ

ョ

ン

 
 

h
t

t
p

s
:

/
/
d

l
.
n

d
l

.
g

o
.
j

p
/
p

i
d

/
2

5
8

8
4

6
6
 

 
(

参

照

 
2

0
2

5
-

0
8

-
1

0
)

 

１

５ 

関

（

二

〇

二

三

）

を

参

考

に

加

筆

。

 

１

６ 

石

井

良

助

「

新

吉

原

規

定

証

文

に

つ

い

て

」
『

女

人

差

別

と

近

世

賤

民

』
（

明

石

書

店

、

一

九

九

五

）
、

一

八

三

頁

。

 

１

７

註

１

６

前

掲

、

一

八

三

～

一

八

四

頁

。

 

１

８ 

『

市

中

取

締

類

集

』

[
2

7
4

]
 

吉

原

規

定

之

部

,

写

.
 

国

立

国

会

図

書

館

デ

ジ

タ

ル

コ

レ

ク

シ

ョ

ン

 
 

h
t

t
p

s
:

/
/
d

l
.
n

d
l

.
g

o
.
j

p
/
p

i
d

/
2

5
8

8
4

6
6
 

 
(

参

照

 
2

0
2

5
-

0
8

-
1

2
)

 

１

９ 

『

大

日

本

近

世

史

料

 

市

中

取

締

類

集

三

十

二

』
で

は

、
竹

島

仁

左

衛

門

が

幕

府

に

提

出

し

た

天

保

一

三

年

一

一

月

の

寛

政

規

定

の

こ

と

だ

と

比

定

し

て

い

た

が

、

ま

ず

時

期

が

異

な

る

た

め

、

指

し

示

す

も

の

が

別

に

存

在

し

た

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

。

 

２

０ 

註

６

前

掲

（

髙

木

）
。

 

２

１ 

註

３

前

掲

。

 

２

２  

改

正

の

具

体

的

な

中

身

ま

で

は

た

し

か

に

関

与

し

て

い

な

い

が

、

嘉

永

二

年

の

状

況

と

比

べ

る

と

、

時

勢

に

合

わ

な

い

も

の

を

取

捨

選

択

し

て

改

正

せ

よ

と

命

じ

て

い

る

こ

と

は

、

先

例

が

影

響

し

た

と

は

い

え

な

い

。

 

２

３ 

『

市

中

取

締

類

集

』

[
2

7
4

]
 

吉

原

規

定

之

部

,

写

.
 

国

立

国

会

図

書

館

デ

ジ

タ

ル

コ

レ

ク

シ

ョ

ン

 
 

h
t

t
p

s
:

/
/
d

l
.
n

d
l

.
g

o
.
j

p
/
p

i
d

/
2

5
8

8
4

6
6
 

 
(

参

照

 
2

0
2

5
-

0
8

-
1

2
)

 

２

４

註

３

前

掲

、

七

〇

頁

。

 

２

５  

「

新

吉

原

遊

女

屋

本

丸

普

請

職

人

留

置

一

件

」
『

東

京

市

史

稿

 

産

業

編

五

六

』
（

東

京

都

、

二

〇

一

五

）
。

 

２

６

註

１

９

前

掲

。

 

２

７  

三

年

の

使

役

と

い

う

の

は

、

享

保

五

年

に

確

定

す

る

刑

罰

で

あ

っ

た

（

塚

田

孝

「

吉

原

―

遊

女

を

め

ぐ

る

人

び

と

―

」
（

同

『

身

分

制

社

会

と

市

民

社

会

―

近

世

日

本

の

社

会

と

法

―

』（

柏

書

房

、
一

九

九

二
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